
第３７号議案 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

平成２７年５月１４日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

提案理由 

地方税法等の改正に伴い、蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て専決処分したので、承認を求めるため提案する。 



専 決 処 分 書 

 

蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、別紙のとおり専決処分

する。 

 

平成２７年３月３１日 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

理 由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）が平成２７年４月１

日（一部３月３１日）から施行されることに伴い、蒲郡市市税条例等の一部を改正

する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 



蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（蒲郡市市税条例の一部改正） 

第１条 蒲郡市市税条例（昭和２９年蒲郡市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

第３５条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を「法第２９２条

第１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額

（保険業法に規定する相互会社にあっては、令第４５条の３の２に定めるところ

により算定した純資産額）」を「をいう。以下この表及び第４項において同じ。」

に、「この表」を「この表及び第４項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）の資本金

等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない

場合における第２項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」

とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とす

る。 

第１４７条第２項中「又は第２８項」を「、第２８項又は第３０項から第３３

項まで」に改める。 

附則第６条の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年

度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第６条の２の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を「平成２８年

度又は平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成２５年度分又は平成２６年度

分」を「平成２８年度分又は平成２９年度分」に改め、同条第２項中「平成２５

年度適用土地」を「平成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類似適用土地」を

「平成２８年度類似適用土地」に、「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に改

める。 

附則第７条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第７条の３の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２

７年度から平成２９年度まで」に改め、同条中「地方税法及び国有資産等所在市

町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附則第１０条第

１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第１



８条第１項」に、「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平

成２９年度まで」に改める。 

附則第８条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第１２条中「第１１項、第１５項から第２２項まで、第２４項、第２６項、

第３０項、第３４項、第３５項若しくは第４０項」を「第１３項、第１７項から

第２４項まで、第２６項、第２８項、第３２項、第３６項、第３７項若しくは第

４２項」に、「第２８項」を「第３０項から第３３項まで」に改める。 

附則第１２条の２の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成

２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第１４条（見出しを含む。）及び第１５条（見出しを含む。）中「平成２４

年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第１５条の２の３の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同条中「地方税法及び国有資産等所

在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附則第１０

条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則

第１８条第１項」に、「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度か

ら平成２９年度まで」に改める。 

附則第２０条の２第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２

７年度から平成２９年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年３月３１日」

を「平成３０年３月３１日」に改める。 

（蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年蒲郡市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

附則第１条第３号中「第７０条の改正規定」を「第７０条第２号の改正規定（「３，

６００円」に係る部分を除く。）」に、「附則第４条」を「附則第４条第１項」に改

め、同条第４号中「第２８条の改正規定、」を「第２８条及び第７０条第１号の改

正規定、同条第２号の改正規定（「３，６００円」に係る部分に限る。）、同条第３

号及び同条第４号の改正規定並びに」に、「附則第５条」を「附則第４条第２項、

第５条」に改める。 

附則第４条第１項中「第７０条」を「第７０条第２号（「３，６００円」に係る



部分を除く。）」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

２ 新条例第７０条第１号、第２号（「３，６００円」に係る部分に限る。）、

第３号及び第４号の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税について

適用し、平成２７年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。 

（法人の市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の蒲郡市市税条例（以下「新条例」

という。）の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始

する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の

市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前

に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２６年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、平成２６年度分までの都市計画税については、なお

従前の例による。 


